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はじめに

少子・超高齢化の急速な進展や核家族・単身世帯の増加、さら

にはライフスタイルの多様化などにより、「向こう三軒両隣」「長

屋文化」といったご近所同士のつながりが薄れてきています。

なかでも、地域とつながりを持たない方への関わり、たとえば

ひとり暮らし高齢者への緊急時対応、孤立死・孤独死や虐待の防

止、災害時の避難支援などが重要な課題となっています。

このような状況の中で、人と人とのつながりや支えあい・助けあいの大切さ

が再認識されてきています。

こうしたことから、本市では、2004 年度（平成 16 年度）と 2009 年度（平成

21 年度）に、「藤沢市地域福祉計画」を策定し、地域福祉を推進するための様々

な施策を展開してまいりました。

このたび、計画期間の終了に伴い、社会情勢の変化や新たな課題に対応する

ため、2015 年度（平成 27 年度）から 2020 年度（平成 32 年度）までの 6 年間

の計画となる「藤沢市地域福祉計画 2020」を策定いたしました。

第 3 期の計画となる本計画では「一人ひとりが主役 共に支えあい 安心し

て暮らせるまち ふじさわ」をビジョンとして掲げ、高齢者や障がい者をはじ

めとする市民の皆さまが、できるだけ住み慣れた地域で安心して暮らし続けら

れるよう「藤沢型地域包括ケアシステム」の構築に向けた取り組みを重点的に

進めてまいります。そのためには地域における人の和、絆を更に深め、支えあ

いや見守りのネットワーク体制を整備するとともに、人や地域をつなぐ担い手

を育成することが重要となってまいります。それらの実現に向け、市民の皆さ

まをはじめ、地域団体、事業者等と行政とがそれぞれの特性を活かしながら、

マルチパートナーシップをもって推進してまいりたいと考えております。

今後とも、市民の皆さまの希望と笑顔があふれる健やかな暮らしを支え、「郷

土愛あふれる藤沢」の実現をめざして取り組んでまいりますので、なお一層の

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきました市

民の皆さま、熱心にご議論くださいました藤沢市地域福祉計画推進委員会委員

の皆さまをはじめ、ご協力いただきました関係者の皆さまに心からの感謝を申

し上げます。

2015 年（平成 27 年）3 月 
藤沢市長 鈴 木 恒 夫
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1   計画策定の趣旨

 

地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条に基づき、「福祉サービスの適切な利用の推進」「社

会福祉を目的とする事業の健全な発達」「地域福祉活動への住民参加の促進」を行うための

計画です。

本市では、2004 年（平成 16 年）3 月に「藤沢市地域福祉計画（平成 16 年度～平成 20
年度）」を策定し、子どもからお年寄りまで、障がいの有無、性別や国籍などの違いに関係

なく、誰もが住み慣れた地域や自宅で、自立した心豊かな生活が送れるよう、多くの市民

や団体が、共に助け合い支えあう誰にもやさしい福祉社会の実現をめざしました。

続いて、2009 年（平成 21 年）3 月には、新たな 6 年間の基本計画として、「藤沢市地域

福祉計画（平成 21 年度～平成 26 年度）」を策定し、高齢者や障がいのある方をはじめす

べての市民の方が、家庭や地域の中で社会参加ができ一生安心して暮らせるまちづくりの

実現を進めてきました。

さらに、計画期間の中間年である 2011 年度（平成 23 年度）を迎え、2011 年度（平成

23 年度）から実施している本市の「新総合計画」と 2011 年（平成 23 年）3 月 11 日に起きた

「東日本大震災」をふまえ、地域福祉計画の具体的な取り組み項目の見直しを行いました。

一方、近年、福祉に関する社会情勢や法制度等に大きな変化が見られます。少子・超高

齢化が進展する中、全国的には人口減少社会へ突入しました。

高齢者福祉分野においては、介護保険法の改正及び地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（医療介護総合確保推進法）の制

定によって、地域包括ケアの概念が打ち出され、団塊の世代が 75 歳に達する 2025 年（平

成 37 年）を見据え、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、介護・医療・

予防・生活支援・住まい等が切れ目なく提供されるしくみづくりをめざしています。

障がい者福祉分野では、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策

を講ずるための関係法律の整備に関する法律（障害者総合支援法）が成立、地域社会にお

ける共生の実現に向けた日常生活及び社会生活を総合的に支援するための新たな障がい保

健福祉施策が進められています。

児童福祉分野においては、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合

的に推進するため、子ども・子育て関連 3 法が制定され、都市部における待機児童解消や

地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実等が進められています。

また、子どもの貧困対策の推進に関する法律（子どもの貧困対策推進法）の制定によっ

て、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会

均等を図り、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会の

実現が求められています。

低所得者福祉分野では、生活困窮者自立支援法が制定され、生活保護に至る前の段階の

生活困窮者に対する自立支援策の強化が進められています。

2014 年度（平成 26 年度）で前計画の計画期間が終了し、新たな計画を策定するにあた

り、これまでの取り組み等を踏襲しつつ、社会情勢や法制度等の変化に対応していくこと

が必要であることなどから、2015 年度（平成 27 年度）～2020 年度（平成 32 年度）を計

画期間とする新たな「藤沢市地域福祉計画 2020」を策定します。

１  計画策定の趣旨 
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教　　　育
藤沢市教育振興基本計画
生涯学習ふじさわプラン
藤沢市スポーツ振興基本計画

市 民 自 治

藤沢市市民活動推進計画

福　　祉

人権・男女共同参画

藤沢市人権施策推進指針

ふじさわ男女共同参画プラン

全般

藤
沢
市
地
域
福
祉
計
画

保 健・医 療

藤沢市健康増進計画

防　　　災
藤沢市地域防災計画

藤沢市避難行動要支援者
避難支援プラン全体計画

都 市 計 画

藤沢市都市マスタープラン

藤沢市交通マスタープラン

藤　　沢　　市

第 1章　計画の概要

3

第
１
章



第１章 計画の概要 

4 
 

3   計画の期間

計画期間は 2015 年度（平成 27 年度）から 2020 年度（平成 32 年度）までの 6 ヵ年と

します。中間年度である 2017 年度（平成 29 年度）に中間見直しを行います。

図表 1-2 本計画と関連計画の計画期間 

３  計画の期間 

平成26年度

 藤沢市地域福祉計画

（平成21年度～

　　　平成26年度）

市社会福祉

協議会

神奈川県

いきいき長寿プラン

ふじさわ2014

藤沢市次世代育成

支援行動計画

ふじさわ子ども

・若者計画2014

藤沢市地域福祉活動計画

（平成28年度～平成32年度）

藤沢市地域福祉活動計画

（平成25年度～平成27年度）

市政全般

福祉全般

平成32年度平成27年度

藤沢市市政運営の総合指針2016
（平成26年度～平成28年度）

藤沢市地域福祉計画2020
（平成27年度～平成32年度）

ふじさわ障がい者プラン2020「きらり　ふじさわ」

藤沢市障がい福祉計画

2014

いきいき長寿プランふじさわ2017
（藤沢市高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画）

（平成27年度～平成29年度）

神奈川県地域福祉支援計画

（平成27年度～平成31年度）

ふじさわ障がい者計画

2014
ふじさわ障がい者計画（平成27年度～平成32年度）

第5期ふじさわ障がい福祉計画

（平成30年度～平成32年度）

第4期ふじさわ障がい福祉計画

（平成27年度～平成29年度）

児童福祉

若者支援

障がい者福祉

高齢者福祉

神奈川県地域福祉

支援計画

藤沢市子ども・子育て支援事業計画

（平成27年度～平成31年度）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度
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市　域

行政区域（13地区）

小学校区・中学校区

自治会・町内会

ご近所どうし

・市役所・市社協の相談窓口
・公的サービスの提供
・情報提供　など

・行政施設等での相談
・地区ふれあい事業
・生活支援事業　　　　など

・ＰＴＡ・おやじの会活動
　　　　　　　　　　　など

・防犯・防災・環境美化活動
・老人クラブ・子ども会活動
　　　　　　　　　　　など

・声かけ・見守り・身近な相談
　　　　　　　　　　　　など

市役所

市民センター・公民館

いきいきサポートセンター
（地域包括支援センター）

地区ボランティアセンター

市社会福祉協議会

地区社会福祉協議会

地区民生委員
児童委員協議会

民生委員・児童委員
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（1）地域福祉計画推進委員会・庁内検討会議等

（2）市民アンケート調査・参加者アンケート、団体ヒアリングの実施
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（3）パブリックコメント（市民意見公募）の実施
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（４）「藤沢市の福祉を考える」シンポジウムの開催 
「地域福祉計画」、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「障がい者計画・障

がい福祉計画」を新たに策定するにあたり、「支えあう地域づくり」について、会場の

参加者と一緒に考え、福祉に対する意識向上を図ることを目的として、「藤沢市の福祉

を考える」シンポジウムを開催しました。 
 

【開催日時】2014 年（平成 26 年）11 月 8 日（土）午前 10 時～12 時 
【場  所】藤沢市民会館 小ホール 
【内  容】 

   第 1 部 基調講演「誰もが安心して暮らせる『支えあう地域づくり』とは」 
       講師 石渡 和実 氏（東洋英和女学院大学 教授） 
   第 2 部 パネルディスカッション「『支えあう地域づくり』に必要なこととは」 
       コーディネーター 石渡 和実 氏 
       パネリスト 

阿部 充宏 氏（社会福祉法人いきいき福祉会ラポールグループ 
本部事業企画推進統括責任者） 

河原 雄一 氏（社会福祉法人藤沢育成会 湘南セシリア施設長 
相談支援プラザ所長） 

村上 尚  氏（社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会 
地域福祉課主幹） 

井口 満貴子 （藤沢市福祉部高齢者支援課 課長補佐） 
【参 加 者】182 人（関係者除く） 

 
【来場者アンケートによる主な意見・感想】 

○地域で、ちょっとした声かけや温かい目での見守りが必要に思う。 
○自治会、民生委員・児童委員、地域包括支援センターや行政が、それぞれの強みを

活かしながら連携をとって、必要なサービスが受けられるように繋いでいく事が必

要だと思う。 
○小さな頃から地域の高齢者との関係づくりは重要だと思う。多世代交流は、見守り、

支えあいの基礎になるのではないか。 
○安心した居場所、働く場、地域との交流、福祉サービスを受けられる環境が必要だ

と思う。 
○各自治会・町内会にある子ども会や老人会の推進・活発化を図ることにより、地域

の繋がりが深まると思う。 
 
  

（4）「藤沢市の福祉を考える」シンポジウムの開催
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「 」

（5）「福祉のまちづくり」に関する意見交換会の開催

第 1章　計画の概要

11

第
１
章



第１章 計画の概要 

12 
 

【参加者から出された主な意見・感想】 

① 福祉の担い手に関する課題

○地域団体役員等のなり手が不足しており、また高齢化が進んでいる。

○ボランティアの確保・育成を拡充する必要がある。

○自治会・町内会、民生委員・児童委員など、地域団体間の連携をさらに進める

必要があるが、情報の共有がうまくできていない。

② 地域のつながりに関する課題

○自治会・町内会へ加入しないなど、地域と関わらない人が増えている。

○地域で孤立する人・世帯への対応が重要だと考える。

○地域の人が気軽に集まれる場所の整備が必要だと思う。

③ 支援を必要とする人への生活支援に関する課題

○エレベーターの無い団地の上層階で暮らす人や、一人暮らし高齢者への生活支

援が必要である。

○問題が発生したときに、どこに相談すべきかをわかりやすくするなど、相談支

援体制の整備を進める必要がある。

④ 13 地区・生活圏域に対する課題

○市民センター・公民館までの距離が遠く、もっと身近な場所で相談などできる

施設を考えてほしい。

○学校区（小学校区）と行政区域（13 地区）が異なることで、地域団体の活動に

支障をきたす場合がある。

○生活圏域を考えた場合、13 地区を一つの圏域とするのは広すぎると考える。

福祉の担い手に関する課題1

地域のつながりに関する課題2

支援を必要とする人への生活支援に関する課題3

13 地区・生活圏域に対する課題4
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2000年
（平成12年）

2005年
（平成17年）

2010年
（平成22年）

2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

2000年
（平成12年）

2005年
（平成17年）

2010年
（平成22年）

2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

 （1）人口・世帯数の推移
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資料： 保育課（各年とも 4 月 1 日）
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資料： 学校基本調査（各年とも 5 月 1 日）

2009年
（平成21年）

2010年
（平成22年）

2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

2013年度（平成 25 年）

 （2）児童の状況
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資料： 学校基本調査（各年とも 5 月 1 日）

資料： 障がい福祉課（各年とも 4 月 1 日）

2009年
（平成21年）

2010年
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2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

（3）障がい者（児）の状況
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

（人）

3,561
3,877

4,326 4,507 4,793 4,925

資料： 障がい福祉課（各年とも 4 月 1 日）

2009年
（平成21年）

2010年
（平成22年）

2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

2009年
（平成21年）

2010年
（平成22年）

2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）
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1,572 1,699 1,870 2,145 2,404 2,578

2,350
2,510

2,756
3,066

3,288 3,2993,922
4,209

4,626

5,211
5,692 5,877

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

7,000

6,000

（人）
要支援1 要支援2

1,323 1,442 1,488 1,540 1,531 1,488

1,104 1,185 1,195 1,270 1,324 1,269

1,590 1,568 1,633 1,673 1,728 1,775

1,846 1,975 2,076 2,028 2,114 2,204

2,683
2,862 3,024 3,286 3,494 3,887

8,546
9,032

9,416
9,797

10,191
10,623

0

2,000

4,000

6,000

8,000

12,000

10,000

（人） 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

資料： 介護保険課（各年とも 9 月末）

2009年
（平成21年）

2010年
（平成22年）

2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

2009年
（平成21年）

2010年
（平成22年）

2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

資料： 介護保険課（各年とも 9 月末）

（4）要介護等認定者の状況

第 2章　地域を取り巻く状況
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資料： 生活援護課（各年とも 3 月末、2014 年（平成 26 年）のみ 9 月末）

2009年
（平成21年）

2010年
（平成22年）

2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

（5）生活保護の状況

第 2章　地域を取り巻く状況
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なし

2015年開所予定

なし
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ります

平成 26 年
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既
に
参
加
し
て
お

り
、

こ
れ
か
ら
も
続

け
た
い

参
加
し
た
こ
と
は
な

い
が
、

今
後
参
加
し

て
み
た
い

参
加
し
た
こ
と
は
あ

る
が
、

今
後
参
加
す

る
つ
も
り
は
な
い

参
加
し
た
こ
と
は
な

く
、
今
後
も
参
加
す

る
つ
も
り
は
な
い

　
無
回
答

n

(2,275)

ボランティア活動への参加意向1
 （1）地域福祉に関する市民アンケート調査結果（主なもの）

第 2章　地域を取り巻く状況
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地域や社会をよくしたい

困っている人を助けてあげたい

視野を広げたい

新しい人と出会いたい

何か新しく感動できる体験をしたい

自分の技術、能力、経験を活かしたい

自分の健康を維持したい

自分のやりたいことを発見したい

知人・友人からの誘い

就職や進学などで有利になるようにしたい

その他

　無回答

n=（1,105）

ボランティア活動に参加する際の動機2

（複数回答）
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は
い

い
い
え

　
無
回
答

1.4

困
り
事
や
悩
み
事
を

相
談
す
る
程
度

一
緒
に
お
茶
を
飲
む

程
度

留
守
を
す
る
と
き
に

声
を
か
け
あ
う
程
度

た
ま
に
立
ち
話
を
す

る
程
度

会
え
ば
あ
い
さ
つ
を

か
わ
す
程
度

つ
き
あ
い
が
ほ
と
ん

ど
な
い

そ
の
他

　
無
回
答

1.5 1.1
0.8

暮
ら
し
や
す
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

暮
ら
し
や
す
い

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

暮
ら
し
に
く
い

暮
ら
し
に
く
い

わ
か
ら
な
い

　
無
回
答

《暮らしやすい》層 82.7%

n

(2,275)

n

(2,275)

n

(2,275)

0.6

3.1

地域の活動への参加割合3

近所とのつきあい方4

居住地区での暮らしやすさ5

第 2章　地域を取り巻く状況
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0.7

感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
感
じ
な
い

感
じ
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
回
答

《感じる》層 12.32%

n

(2,275)

居住地区での孤立感6
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大
い
に
あ
る

多
少
は
あ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
な
い

ま
っ

た
く
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
回
答

《感じる》層 46.2% 

1.9

必
要
だ
と
思
う

必
要
だ
と
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
回
答

n

(2,275)

n

(2,275)

地域に支えられているとの感じ方7

住民の主体的な参加・協力関係の必要性8

第 2章　地域を取り巻く状況
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n=(1,401)  

仕事をしている方、退職された方が地域の活動
に積極的に参加できるようにすること

地域の人が気楽に集まる場をつくること

自ら進んで地域住民とのつながりを広げるように
心がけること

自治会や町内会が中心となって
住民相互の交流活動を積極的に進めること

市民センター・公民館の地域活動の機能を強化
すること

行政が地域活動の相談窓口、側面的援助の
体制を充実させること

小・中学校、高校を中心とした世代間の
交流活動を進めること

ボランティアやＮＰＯ（民間非営利組織）団体の
活動を盛んにすること

その他

わからない

　無回答

n=(2,275)  

家族・親族

友人・知人

行政の窓口

地域包括支援センター

福祉施設・サービス提供事業者

学校

自治会町内会

藤沢市社会福祉協議会

民生委員児童委員

子育て支援センター

その他

相談していない

　無回答

地域活動への参加・協力関係を築くために必要と考える取り組み9

困ったときの身近な相談先10

図表 2-22　地域活動への参加 ・協力関係を築くために必要と考える取り組み （複数回答）

（複数回答）
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n=(2,275)  

高齢者、特に要介護者の受け入れ体制や施設
の充実

警察などの防犯･ 交通安全体制の充実

福祉･ 保健サービスの充実

保育所や託児所、子育て支援サービスの充実

地域医療体制の充実

自治会や町内会など地域での見守り・助け合い

誰にもやさしいバリアフリーのまちづくり

地域の相談窓口の充実

消防などの防災体制の充実

リストラ、ホームレスの問題に象徴される雇用の
安定

学校教育の充実

健康づくりの推進

環境の美化やごみの減量・資源化活動

自然環境保護のための地域の協力

外出時の移動手段の確保

学習機会や生涯教育の充実

ボランティアやＮＰＯによる見守り・助け合い

地域福祉活動のコーディネーターの存在

地域を単位とした親と子の交流活動

その他

わからない

　無回答

地域で安心して暮らすために大切なこと11

（複数回答）

第 2章　地域を取り巻く状況
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（2）団体ヒアリング調査結果から見受けられる組織・団体の活動課題

組織・団体の継続性の確保1

安心して活動できる環境づくり2

ニーズに合わせた柔軟な事業展開3

課題に応じた様々な連携4

行政との関わり5

第 2章　地域を取り巻く状況
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（1）地域福祉の普及・啓発

（2）ボランティア活動への支援

具体的な取り組み1

取り組みにおける課題（市民アンケートにおける回答から）2

第 3章　地域福祉を推進するための取り組みの総括
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平成22年 1 月

平成22年 5 月

平成22年10月
平成23年 8 月

平成24年 9 月

平成25年 6 月

2010 年度（

、

具体的な取り組み1

第 3章　地域福祉を推進するための取り組みの総括
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（3）相談・支援ネットワークの拡大

取り組みにおける課題（市民アンケートにおける回答から）2

具体的取り組み1

第 3章　地域福祉を推進するための取り組みの総括
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（4）成年後見制度と日常生活自立支援事業の充実

取り組みにおける課題（市民アンケートにおける回答から）2

具体的取り組み1

取り組みにおける課題（市民アンケートにおける回答から）2

第 3章　地域福祉を推進するための取り組みの総括
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（5）災害時における避難体制確立に向けた取り組み

（6）障がい者団体等の活動支援や地域福祉を担う人材を育成する拠点整備

具体的取り組み1

取り組みにおける課題（市民アンケートにおける回答から）2

具体的取り組み及び課題1

第 3章　地域福祉を推進するための取り組みの総括
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2013 年度（ ）

（7）福祉人材の育成・確保に向けた取り組み

（8）その他の課題

具体的取り組み1

取り組みにおける課題（市民アンケートにおける回答から）2

第 3章　地域福祉を推進するための取り組みの総括
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（1）地域課題の早期発見・早期対応と包括的ケアの体制づくり

（2）活動の場づくり・交流機会づくり

（3）社会的孤立や制度のはざまへの対応

第 3章　地域福祉を推進するための取り組みの総括
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し 
く 
み 
づ 
く 
り 

地 
域 
づ 
く 
り 

人
材
づ
く
り

地域課題の早期発見・早期対応と 
包括的ケアの体制づくり 

活動の場づくり・交流機会づくり 

社会的孤立や制度のはざまへの対応 

（１）地域福祉の普及・啓発

（２）ボランティア活動への支援 

（７）福祉人材の育成・確保に向けた 
取り組み 

（６）障がい者団体等の活動支援や地域 
福祉を担う人材を育成する拠点整備 

（３）相談・支援ネットワークの拡大 

（４）成年後見制度と日常生活自立支援 
事業の充実 

（５）災害時における避難体制確立に 
向けた取り組み 

（１）地域福祉の普及・啓発 

（２）ボランティアの育成 

（３）地域福祉を支える人材の育成 

（１）福祉団体等の活動促進 

（２）活動の場・交流の場づくり 

（３）課題を早期発見・早期対応できる 
地域づくり 

（４）災害時の避難支援体制づくりの 
推進 

（１）相談支援ネットワークの拡充 

（２）地域包括ケアシステムの構築 

（３）福祉サービスを必要とする人への 
自立支援・生活支援 

前計画の７つの施策 

新たに取り組むべき課題 

本計画の施策の方向性

第 3章　地域福祉を推進するための取り組みの総括
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2014年
（平成26年）

2015年
（平成27年）

2020年
（平成32年）

2025年
（平成37年）

2030年
（平成42年）

2035年
（平成47年）

2040年
（平成52年）

2014年
（平成26年）

2015年
（平成27年）

2020年
（平成32年）

2025年
（平成37年）

2030年
（平成42年）

2035年
（平成47年）

2040年
（平成52年）

（人）

（1世帯あたり人数）（世帯）

第 4章　計画の基本構想
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一人ひとりが 
主役

共に支えあい 

安心して 
暮らせるまち

一人ひとりが主役
共に支えあい

安心して暮らせるまち ふじさわ
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【市民】地域福祉への関心、主体的な活動への参加 等

【地域】住民への活動周知・参加呼びかけ 等

【行政】住民への情報提供、活動機会・学習機会の提供 等

【市民】日頃からのご近所づきあい 等

【地域】多様なサービス主体、地域活動の推進 等

【行政】地域課題の把握、コーディネート、支援体制づくり、人材育成 等

【

【

【

市民】福祉サービスの選択・利用 等

地域】団体どうしの連携 等

行政】地域包括ケアシステムの構築、多様な主体との連携、サービスの確保と質の向上 等

１

２

３

　地域福祉推進ビジョンの実現に向けて、本計画の最終年度である2020年度（平成32年度）に

達成すべき目標を基本目標として掲げ、基本目標の達成に向けて各施策を実施していきます。

　本計画における基本目標は次のとおりです。
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（1）市民の役割

（2）市民団体・地域団体の役割

（3）民生委員・児童委員の役割

（4）事業者の役割

（5）市社会福祉協議会の役割

第 4章　計画の基本構想
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（6）市（行政）の役割
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一
人
ひ
と
り
が
主
役
　共
に
支
え
あ
い
　安
心
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暮
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せ
る
ま
ち
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じ
さ
わ
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一
人
ひ
と
り
が
主
役
　共
に
支
え
あ
い
　安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
　ふ
じ
さ
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基本目標１ 「地域に関心を持ち、行動できる人材づくり」をめざして 

 （１）地域福祉の普及・啓発 

【施策の方向性】 
地域福祉を支えるのは市民一人ひとりの気持ちと行動です。地域福祉推進ビジョン

に「一人ひとりが主役」とあるとおり、ある場面では支える側になり、ある場面では

支えられる側になるという、双方の側面を持っています。誰もが地域の一員であると

いう認識が広がるよう、市民へ働きかけていきます。 
 

【現状と課題】 
○市民アンケート調査結果によると、保健福祉の情報が入手しやすくなったとの回答

が 26.7％にとどまり、情報の提供方法について検討する必要があります。なお、

保健福祉の情報の入手方法は、市や県の広報紙が全体の約 7 割と最も高いですが、

20 歳代から 50 歳代では、4 割超がインターネットから情報を入手しています。 
 
○市民アンケート調査結果によると、地域福祉推進のために市で行っている取り組み

の充足度に関して、「わからない」との回答が 50％超となり、市の事業・取り組み

の認知度が低いことが読み取れます。 
 
○市民アンケート調査結果によると、学校などで行われている福祉教育や福祉体験に

ついては、「役に立っている」「少し役に立っている」との回答が 31.0％となって

います。 
 

【施策の展開】 
①福祉に関する普及・啓発の推進 

地域福祉に関連した各種行事やイベントを通じて普及・啓発を行い、市民の福祉

への意識向上を図ります。 
また、広報やインターネットなど既存の媒体を通じて情報を発信するとともに、

地域における集まりの場等を利用して広く情報を発信していきます。 
 
②福祉学習・体験機会づくりの推進 

地域福祉を推進する上で、将来の担い手として期待される若年層の福祉への関心

を高めるために、地域福祉に関する学習の場や福祉施設等での体験学習の機会づく

りを進めていきます。 
  

2  施策の方向性及び施策の展開 

（1）地域福祉の普及・啓発
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 （２）ボランティアの育成 

【施策の方向性】 
 福祉課題が多様化し、生活支援を必要とする人が増加する中、地域での多様な担い

手が求められています。社会参加や交流活動を通じて社会貢献に対する意欲や生きが

いを感じられるよう、ボランティア活動や地域活動の担い手を育成し、活動への参加

を促進していきます。

【現状と課題】 
○市民アンケート調査結果によると、ボランティア活動に参加したことがあるとの回

答が 19％で、その中でも 65 歳以上の参加経験者は 26.3％となっています。

65 歳以上の高齢者を対象にボランティア活動への参加を促すために実施してい

る「いきいきパートナー事業」において、登録者は毎年増加しているなど、高齢者

のボランティア活動への参加は今後も増加することが読み取れます。

○同じく市民アンケート調査結果によると、30 歳代から 40 歳代のボランティア活動

への参加経験は 12.7％ですが、今後参加してみたいとの回答は 48.7％と高いです。

○同じく市民アンケート調査結果によると、ボランティア活動に参加する際の動機と

して、「地域や社会をよくしたい」、「困っている人を助けてあげたい」、「視野を広

げたい」という回答が上位を占めています。

【施策の展開】 
①ボランティア養成・活動支援の充実

市民アンケート調査結果からボランティア活動に参加したいと思う潜在的ニー

ズは高い現状があります。高齢者、障がい者、子育て世帯、経済的困窮者など福祉

的支援を必要とする方の状況等を正しく理解し、社会や地域に貢献する意識を高め

る研修・講座等を実施し、福祉課題を解決する地域福祉の担い手としてボランティ

アの養成を進めていきます。

また、ふじさわボランティアセンター、地区ボランティアセンター、市民活動推

進センターなど支援機関相互の連携を進め、ボランティアに関する情報提供、講座

の実施など、人材育成から活動の活性化につながるような支援を進めていきます。

②高齢者、障がい者等の社会参加の推進

高齢者の社会参加・社会貢献に対する意欲を尊重してボランティア活動への積極

的参加を促すため、きっかけづくりや市民団体・地域団体への参加促進などの取り

組みを進めていきます。

また、障がいのある人が進んで社会活動ができるように、必要な支援体制の充実

を図っていきます。  

（2）ボランティアの育成
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 （３）地域福祉を支える人材の育成 

【施策の方向性】 
 福祉的支援を必要とする方が増えている状況において、専門性を持った福祉人材の

重要性は高まっています。地域での恒常的な担い手不足を解消するため、地域福祉を

支える人材の育成・確保を推進していきます。

【現状と課題】 
○団体ヒアリング調査結果によると、「民生委員・児童委員のなり手が不足している。

現状に即して育成方法の検討が必要である」との回答がありました。

○団体ヒアリング調査結果によると、事業者から、「介護職など福祉人材の確保に苦

労している」との回答がありました。

【施策の展開】 
①民生委員・児童委員の活動環境の整備

地域福祉を支える身近な存在として、民生委員・児童委員の活動は大変重要です。

生活支援を必要とする方が増加する中、民生委員・児童委員がやりがいを持ち、地

域福祉の中核として、その力を十分に発揮できるよう、活動環境の整備を進めます。

②地域福祉を推進するためのコーディネーターとなりうる人材の育成・確保

地域において課題やニーズを発見し、地域資源（人・場所・情報など）をつない

でいく、地域生活を支える人材の役割が重要になります。生活支援コーディネータ

ーやコミュニティソーシャルワーカーなど、地域福祉のコーディネーターとなりう

る人材について、市域全体で活動する専門性の高い人材と、地域に根差して活動す

る地域人材の両方の側面から適切な配置を検討していきます。

③専門性の高い福祉人材の育成・確保の支援

高齢者や障がい者等福祉的な支援を必要とする人が増加する状況において、サー

ビスを提供する側の人材不足が懸念されます。市社会福祉協議会・市内事業者等と

の連携のもと、専門性の高い福祉人材を育成するため、知識・技術等を習得するこ

とへの支援や、事業者等の人材確保に向けた支援を進めていきます。

（3）地域福祉を支える人材の育成

第 5章　計画の基本的な方向

54



第５章 計画の基本的な方向 

55 
 

 

基本目標２ 「お互いが見守り、支えあい、つながる地域づくり」をめざして 

 （１）福祉団体等の活動促進 

【施策の方向性】 
市民が主体的に活動する団体は、地域で大きな役割を担っており、地域福祉に係る

課題が多様化・複雑化する中で、その役割はさらに重要なものとなります。その自発

的な活動を継続・発展していけるよう、支援していきます。 
 

【現状と課題】 
○2014 年（平成 26 年）3 月末時点で、ふじさわボランティアセンターに登録する団

体数は 98 団体、藤沢市市民活動推進センターに登録し、福祉・保健・医療の分野

で活動する団体は 113 団体、市内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人（Ｎ

ＰＯ法人）のうち、福祉・保健・医療の分野で活動する法人は 100 法人と、多く

の団体が活動しています。 
 
○団体ヒアリング調査結果によると、「活動の担い手不足・高齢化」、「団体活動に関

する広報・ＰＲ不足」、「持続的な活動を行うための財源不足」「活動や打ち合わせ

場所の確保」などが課題として挙げられています。 
 

【施策の展開】 
①福祉団体等の人材育成・確保及び広報等に対する支援の充実 

ふじさわボランティアセンターや市民活動推進センターなどの支援機関が相互

に連携することによって、団体活動に必要な情報提供や講座・研修等の効果的な実

施につながり、福祉団体等が抱える「担い手不足」「広報・ＰＲ不足」といった課

題解決に向けた支援の充実を図っていきます。 
 
②地域福祉推進のための活動を展開する団体への財政的支援 

地域福祉を推進するために活動している団体が積極的な活動展開を行えるよう、

愛の輪福祉基金を活用した助成事業など、財政的支援を図っていきます。 
 
 

  

（1）福祉団体等の活動促進
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 （２）活動の場・交流の場づくり 

【施策の方向性】 
 地域におけるボランティア活動を推進し、地域住民が気軽に集まり、子どもから高

齢者まで多世代が交流できるような場づくりを進めることで、地域における個人・団

体のネットワーク形成を推進していきます。 
 

【現状と課題】 
○現在 10 ヵ所に設置されている地区ボランティアセンターが生活支援事業やサロン

事業などを実施し、地域の特色を活かしたボランティア活動を推進しています。 
 
○市民アンケート調査結果によると、住民の主体的な参加・協力関係の必要性につい

ては「必要だと思う」との回答が 61.6％あり、そのために必要な取り組みについ

ては、「仕事をしている方、退職された方が地域の活動に積極的に参加できるよう

にすること」との回答が 46.5％、「地域の人が気楽に集まる場所をつくること」と

の回答が 38.2％、「自ら進んで地域住民とのつながりを広げるように心がけること」

との回答が 37.5％と上位を占めました。 
 
○市民アンケート調査結果によると、近所とのつきあい方について、「困り事や悩み

事を相談する」「一緒にお茶を飲む」「留守をするときに声をかけあう」といった比

較的深い付き合い方の回答が合計 13.9％、「たまに立ち話をする」「会えばあいさ

つをかわす」といった付き合い方の回答が合計 73.7％、「つきあいがほとんどない」

の回答が 7.8％でした。 
5 年前に行った同様のアンケート調査結果と比較すると、「困り事や悩み事を相

談する」が 9.7％から 5.1％へとおおよそ半減しており、地域におけるつながりが

希薄化していると考えられます。 
 

【施策の展開】 
①障がい者団体等の活動支援や人材育成を行う拠点の整備 
  障がい者団体等が活動を行うために必要な支援やその活動の担い手となる人材

を育成するための拠点の整備を進めていきます。 
 
②地域におけるボランティア活動を推進する場の整備支援 

地域においてボランティアが継続的に活動していけるよう、地区ボランティアセ

ンターなど、地域におけるボランティア活動を推進する場の整備や運営支援を引き

続き進めていきます。 
 
③「支えあいの地域づくり」を推進する場の整備支援 

住民どうしのつながりや絆を大切にしながら、人の和を広げ、互いの暮らしを協

力して支えあう体制づくりを進め、地域における生きがいづくりや身近な相談がで

き、多世代が交流できるよう、地域ささえあいセンター及び地域の縁側等、「支え

あいの地域づくり」を推進する場の整備を支援していきます。 

（2）活動の場・交流の場づくり

第 5章　計画の基本的な方向

56



第５章 計画の基本的な方向 

57 
 

 

 （３）課題を早期発見・早期対応できる地域づくり 

【施策の方向性】 
 孤立死・孤独死、高齢者・障がい者・子どもに対する虐待・差別及び認知症高齢者

の一人歩きなど地域で起こりうる様々な問題の予防策や早期発見・早期対応すること

で被害の拡大を防ぐなど、専門機関にかかる前に解決できる地域のしくみづくりを進

めていきます。 
 

【現状と課題】 
○市民アンケート調査結果によると、地区の支えあいに必要な支援として、「日頃の

見守り、安否確認の体制」との回答が最も高く 37.1％でした。 
 
○孤立死・孤独死、高齢者・障がい者・子どもに対する虐待及び認知症高齢者の一人

歩きなどが社会問題化していることから、福祉的支援を必要とする方やその家族へ

の地域における支援が重要となります。 
 
○多様化する地域での福祉的課題を早期発見・早期対応するには、地域で活動する団

体等と専門機関・相談窓口との連携を強化する必要があります。 
 

【施策の展開】 
①地域における支えあい・見守り体制の構築 

孤立死・孤独死、引きこもりなど、社会的な孤立が引き起こす様々な問題を発生

させないための予防や、高齢者・障がい者・子どもに対する虐待、障がい者・経済

的困窮者等に対する差別、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）などの被害を拡

大させないための早期発見・早期対応には、地域における支えあい・見守り体制が

不可欠です。 
民生委員・児童委員、いきいきサポートセンター（地域包括支援センター）、市

社会福祉協議会、地域を巡回する事業者・団体などが連携して、地域における支え

あい・見守り体制の構築を進めていきます。 
 
②認知症施策に関する普及啓発及び支援体制の充実・強化 

住み慣れた地域で尊厳をもって暮らせるよう、幅広い世代に対して認知症に関す

る正しい知識や情報の普及・啓発を実施し、地域での見守りを進めるとともに、早

期に支援できるよう、支援体制の充実・強化に努めていきます。 
  

（3）課題を早期発見・早期対応できる地域づくり
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 （４）災害時の避難支援体制づくりの推進 

【施策の方向性】 
災害発生時に避難行動要支援者の安否確認や避難支援を迅速に進めるためには、地

域の助け合いが必要です。地域における防災意識を高める取り組みや避難訓練を行う

とともに、各地域における避難支援体制の強化を推進します。

また、非常時における災害救援ボランティアセンターの開設にあたっては、ＮＰＯ

法人藤沢災害救援ボランティアネットワーク、市社会福祉協議会、市との三者協定を

締結しており、三者の連携をさらに強化していきます。

【現状と課題】 
○近年、全国各地で大規模災害が発生しており、高齢者や障がい者などの避難支援が

大きな課題の一つとなっています。

○市民アンケート調査結果によると、地域住民の協力による自主的な防災活動がにつ

いて、「できている」もしくは「多少はできている」との回答が 31.9％ありました。

○避難行動要支援者の避難支援に関するポイントをまとめた「ふじさわ防災ナビ～避

難行動要支援者編～」を作成・配布するとともに、「藤沢市避難行動要支援者避難

支援プラン全体計画」を策定し、市が作成した避難行動要支援者名簿を自主防災組

織、民生委員・児童委員等に提供するしくみなど、地域における避難支援体制づく

りを進めています。

○自主防災組織等による避難支援体制の構築については、地域によって進捗状況が異

なり、取り組みが進んでいない地域へ行政からの支援が必要となります。

【施策の展開】 
①避難行動要支援者支援体制の強化と地域における普及啓発の推進

災害発生時に避難行動要支援者の安否確認や避難支援を迅速に進めるため、その

支援体制の構築が進んでいない地域に対して、状況や課題に応じた支援や助言を行

うとともに、民生委員・児童委員や行政機関などとの連携を強化して、地域の避難

支援体制づくりを進めていきます。

また、避難行動要支援者及びその支援に対する理解を深めるため、地域団体関係

者をはじめとした市民への普及啓発を推進していきます。

②災害時における救援ボランティア受け入れ体制の整備

災害時の救援ボランティア受け入れを迅速かつ円滑に行えるようにするため、災

害救援ボランティアセンターの迅速な開設と関係機関との連携を強化し、市総合防

災訓練や各地区総合防災訓練などで開設訓練を行います。また、担い手となる災害

救援ボランティアコーディネーター及び災害救援ボランティアの養成を進めてい

きます。

（4）災害時の避難支援体制づくりの推進
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基本目標３ 「誰もが安心して暮らせるしくみづくり」をめざして 

 （１）相談支援ネットワークの拡充 

【施策の方向性】 
多様化・複雑化する地域福祉の課題に対応するため、福祉保健総合相談室をはじめ

とした本庁における相談機能を充実させるとともに、市民センター・公民館、いきい

きサポートセンター（地域包括支援センター）などの地域における福祉相談窓口との

連携を強化していきます。 
また、公的機関だけではなく事業者・市民団体等とのパートナーシップによって、

いつでも、どこでも、誰でも相談できるしくみづくりを進めていきます。 
 

【現状と課題】 
○市民アンケート調査結果によると、困ったときの相談先について「家族・親族」と

の回答が 85.5％と最も高く、次に「友人・知人」との回答が 58.9％、続いて「行

政の窓口」との回答が 16.3％となっています。 
 
○福祉保健総合相談室をはじめとした福祉部各課の相談窓口や、いきいきサポートセ

ンター（地域包括支援センター）、障がい者委託相談事業所、子育て支援センター

等の相談体制の整備を進めています。 
 
○「福祉のまちづくり」に関する意見交換会の中で、「課題が発生した時の相談場所

がわかりにくい」「もっと身近な場所に相談できるようにしてほしい」との意見が

あるなど、地域における相談支援体制の整備が課題となっています。 
 

【施策の展開】 
①基幹となる相談機能の充実 

福祉保健総合相談室、地域生活支援窓口「バックアップふじさわ」、2015 年度（平

成 27 年度）に設置を予定している基幹型地域包括支援センターなど、市域全体の

福祉相談を受けるための基幹となる相談機能を充実させ、福祉的支援を必要とする

人が相談しやすい環境の整備を図っていきます。 
 
②地域における相談支援ネットワークの整備 

地域住民が身近な場所で福祉相談ができるよう、市民センター・公民館に設置し

ている地区福祉窓口の機能拡充を図るとともに、いきいきサポートセンター、障が

い者委託相談事業所、子育て支援センターなどの分野別相談窓口との連携を強化し

ていきます。 
また、事業者、市民団体・地域団体などとのパートナーシップを進め、個々の相

談ニーズに応じた支援が行えるネットワークの整備を進めていきます。 
  

（1）相談支援ネットワークの拡充
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 （２）地域包括ケアシステムの構築 

【施策の方向性】 
団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年（平成 37 年）を見据えた中長期的視野に立

って、高齢者や障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、介

護・医療・予防・生活支援・住まいなど各種支援が切れ目なく提供されるよう、多様

な職種や機関との連携・協力による共生型の「藤沢型地域包括ケアシステム」を構築

していきます。 
 

【現状と課題】  
○人口に占める65歳以上の高齢者の割合が2014年（平成26年）10月時点で22.5％、

2025 年（平成 37 年）には 25.2％と約 4 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者になると予

測されます。また、高齢化の進展に伴い、要介護・要支援認定者や認知症高齢者が

増加することが見込まれます。 
 
○障がい者手帳の交付数は、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者のいずれ

も増加傾向にあります。 
 

【施策の展開】 
①地域包括ケアシステムを推進するための体制整備 
  市に地域包括ケアシステムを推進するための担当を設置するとともに、関係機関

の代表などによる「（仮称）藤沢型地域包括ケアシステム推進会議」を設置し、地

域包括ケアシステムの構築を進めていきます。 
 
②多様な職種や機関との連携・協力による総合的なサービス提供の推進 
  地域包括ケアシステムの構築にあたっては、医療機関、介護事業者をはじめとし

た専門機関や、地域に根ざした市民団体・地域団体など、多様な職種や機関と連携・

協力し、各種サービスやインフォーマルなサポートなどの統合的な提供を進めてい

きます。 
 
③地域で元気に暮らすための生活支援の推進 
  高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して元気に暮らし続けられるよう、地

域の実情に合った社会資源を有効活用しながら、家族介護者の負担軽減を含め、日

常生活を支援する体制づくりを進めていきます。 

 
  

（2）地域包括ケアシステムの構築

出典：平成 25 年 3 月　地域包括ケア研究会報告書より
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 （３）福祉サービスを必要とする人の自立支援・生活支援 

【施策の方向性】 
 既存の社会保障制度や福祉施策による対応のみでは対応しきれない、制度のはざま

にあるニーズが広がりつつあります。このような状況を認識し、福祉サービスを必要

とする人が安心して自立した生活を送ることができるよう、きめ細やかな相談体制と

伴走型の自立支援・生活支援の一体的運用による包括的な支援を推進していきます。

【現状と課題】 
○福祉保健総合相談室やふじさわあんしんセンター（市社会福祉協議会）において、

成年後見相談や日常生活自立支援事業の利用支援の充実を図っています。

○生活困窮者自立支援法の制定に基づき、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者

に対し、自立に向けた包括的支援行うため、地域生活支援窓口「バックアップふじ

さわ」を開設しています。

○生活保護を受ける被保護世帯数・被保護人員は毎年増加する一方で、潜在的な生活

困窮者・世帯も増加していると想定されます。

【施策の展開】 
①権利擁護のための支援の充実

認知症、知的障がい及び精神障がい等のために、日常生活を送る上で十分な判断

ができない方が安心して暮らせるようにするために、成年後見制度や日常生活自立

支援事業のさらなる充実を図っていきます。

②生活困窮者等の自立に向けた生活支援の推進

生活保護に至る前の段階にある生活困窮者、ひとり親家庭、ニート・引きこもり

の若年者など、自立を促す必要がある人に対して、庁内関係部署の連携等による相

談支援体制の充実を図るとともに、地域における関係機関等とのネットワークを強

化することで、自立に向けた生活支援・就労支援等の包括的な支援を進めていきま

す。

③福祉相談と就労支援の一体的支援の推進

ハローワーク常設窓口「ジョブスポットふじさわ」の市役所内への設置によって、

福祉相談と就労支援の一体的支援を図り、生活保護受給者等の自立を促進していき

ます。

④公共交通機関の利用が困難な方の移動支援の推進

    高齢や障がいなどによって公共交通機関を利用することが困難な人が、通院や介

護、買い物などで外出する場合に、その移動を支援するサービスを推進していきま

す。

（3）福祉サービスを必要とする人への自立支援・生活支援
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Act
（改善）

Plan
（計画）

Check
（評価）

Do
（実行）

地域福祉計画

（1）計画の進行管理

（2）施策の進め方
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2015 年度
（平成 27 年度）

2016 年度
（平成 28 年度）

2017 年度
（平成 29 年度）

2018 年度
（平成 30 年度）

2019 年度
（平成 31 年度）

2020 年度
（平成 32 年度）

（3）計画の見直し
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（1）地域福祉計画推進委員会

（2）地域福祉計画推進庁内連絡会議

第 6章　地域福祉計画の進行管理
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３．提出された意見・提案について 

 
（１）計画全体について（5 件） 

①計画の記載について 

（回答） 
  本計画は、地域における支えあいや助けあう力を築くための方向性を示す 6 ヵ年

の計画ですので、計画本文においては具体的な事業等の記載はございませんが、記

載している施策の方向性に沿って、年度ごとに具体的な事業・取り組みを決定し、

実行していきます。 
  また、記載内容につきましては、わかりやすい表現を使っていきます。 
 
②地域福祉活動計画との関係について 

（回答） 
  藤沢市社会福祉協議会の地域福祉活動計画は、本計画と理念・方向性等を共有し

て、2016 年度（平成 28 年度）からの新たな計画を策定いたします。 
地区社会福祉協議会につきましては、それぞれの地区で特色のある活動をしてお

ります。地域福祉計画・地域福祉活動計画を実行するにあたっては、地区社会福祉

協議会と意見交換を行いながら、地域福祉の推進に向けて連携・協力していきたい

と考えております。 
  

・第 1 章・第 2 章と別れているが、細かすぎて読みにくい。 

・抽象的な言葉が多いので、具体的でイメージし易い言葉、表現になると分かり易

くなると思う。 

・計画なので、もう少し明らかな具体策を提案していかないと、考え方を示しただ

けになってしまい、もったいない。 

・どんなに良い内容の計画でも、具体的に実行する時期、部署、団体、人材などが

明確でないと計画だけになるので、もう少し具体的な計画にすべき。 

・藤沢市社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」は「地域福祉計画」をさらに地域

に密着させた内容とすべきで、13 地区それぞれの特性を踏まえるため、地区の

社会福祉協議会ごとに「地区福祉活動計画」を策定させ、これを統合する形で「藤

沢市地域福祉活動計画」を策定するよう、提案する。 
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【あ行】 

○愛の輪福祉基金 

 高齢者や障がい者など、援助の必要な方の自立、

社会参加を進めるとともに、地域福祉を支えるボ

ランティア活動を活発にしていくために設立した

市の福祉基金です。市民の皆さんや団体からの寄

付金を積み立て、福祉活動へ助成を行っています。

○いきいきサポートセンター（地域包括支援セン

ター） 

 住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を

継続することができるよう、様々な方面から高齢

者の方々を支える機関です。主な業務は、保健師

による要支援者や二次予防事業対象者の介護予防

マネジメント、社会福祉士による総合相談・支援

や権利擁護事業、主任ケアマネージャーを中心と

したケアマネジメントの後方支援などです。

○いきいきパートナー事業 

 市内在住の 65 歳以上の元気な高齢者が、社会貢

献等のために、指定の施設においてボランティア

活動を行った際にポイントが付与される事業で

す。1 年間の累積ポイントに応じて年間最大 5,000
円までの支援金に転換することができます。

【か行】 

○子育て支援センター 

 地域における子育て全般に関する専門的な支援

を行う拠点として設置しています。子育てアドバ

イザーによる子育てひろばの開催や、相談・情報

提供、子育て支援に関する講習会等を実施します。

○コミュニティソーシャルワーカー 

地域における制度のはざまの問題等を解決する

ために、支援を必要としている方や地域に対して

の援助を通して、地域と人とを結び付けたり、あ

るいは生活支援や公共サービス等の活用を調整す

るコーディネーターとしての役割を担う人をいい

ます。

【さ行】 

○障がい者委託相談事業所 

 障がい者やその家族の生活を支援するため、来

所、訪問、電話等により福祉サービスの利用援助、

社会資源の活用、介護相談、権利擁護等のために

必要な援助や専門機関の情報提供等を行います。

身近な地域で障がい特性に応じた相談ができるよ

う、市内 6 事業所において実施しています。

○ジョブスポットふじさわ 

生活保護受給者等のうち、就労支援が必要な方

に対して、職業相談、職業紹介等の就労支援を福

祉関係部門とハローワークが一体的に実施するこ

とにより、ワンストップ型の早期支援と就労によ

る自立の促進を図るため、市と厚生労働省神奈川

労働局が協働で市役所内に設置している就労支援

窓口です。

○生活支援コーディネーター 

 介護保険制度改正に基づき、生活支援・介護予

防サービス基盤整備事業の一環として、ボランテ

ィア等の多様な主体が提供する生活支援サービス

の充実に向けた担い手の発掘・養成、またそのネ

ットワーク化などを行う役割として配置します。

○成年後見制度 

 判断能力が不十分なため、契約等の法律行為に

おける意思決定が難しい成年者（認知症や知的障

がいのある人等）を支援する制度で、必要に応じ

て代理権や同意権等を行使する後見人等が、当事

者の権利を守るために各種手続きや財産管理等を

行います。

○ソーシャルインクルージョン（社会的包容） 

 特定の対象者を社会的に排除するのではなく、

差異や多様性を認め合い、地域全体で包み込み支

え合うという相互の連帯や心のつながりを築く考

え方です。

4  用語解説（五十音順） 
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【た行】 

○地域ささえあいセンター 

高齢者等の相談支援、介護予防や孤立予防、生

きがいづくり、多世代交流等の機能を備えた地域

福祉サービスの拠点施設を「地域ささえあいセン

ター」として位置付けました。市では、その活動

を支援し、住み慣れた地域でいきいきと暮らせる

まちづくりを進めていきます。

○地域生活支援窓口「バックアップふじさわ」 

生活困窮者自立支援法に基づき実施する生活困

窮者自立支援制度の相談窓口として設置し、生活

保護に至る前の生活困窮者に対する自立に向けた

包括的な支援として、自立相談支援、就労準備支

援、家計相談支援、学習相談支援等を行います。

○地域の縁側 

昔ながらの「縁側（えんがわ）」をイメージして、

誰もが気軽に立ち寄れて、時には相談したりでき

るみんなの居場所を「地域の縁側」として位置付

けました。市では、その活動を支援し、地域コミ

ュニティの更なる活性化を図り、暮らしやすい地

域づくりを進めていきます。

○地域包括ケアシステム 

 住み慣れた地域で、安心した生活が送れるよう、

利用者のニーズに応じて、介護、医療、予防、生

活支援、住まい等に係るサービスを、一体的に提

供できる体制です。

○地区ボランティアセンター 

 高齢者や障がい者等に対する日常生活支援や交

流事業といった地域住民による相互扶助機能を高

め、ボランティアの紹介等を行う身近な活動の場

として、地区社会福祉協議会等の地域団体により、

開設・運営がされています。

○地区社会福祉協議会 

 地区社会福祉協議会は、市内 14 地区ごとの地域

福祉を進めるための住民組織で、主な事業として、

それぞれの地域の実情に合わせた敬老事業、地域

交流事業、福祉啓発事業等の福祉活動を展開して

います。

○地区福祉窓口 

 市民センター及び村岡公民館に設置され、福祉

保健の相談を受け、状況に応じた各種制度の利用

案内や情報提供を行うとともに、福祉・保健に関

する各種申請受付、サービス提供の連絡調整等を

行います。

【な行】 

○日常生活自立支援事業 

 認知症や知的または精神に障がいがあり、判断

能力が不十分であるが、契約能力がある場合に、

福祉サービスの利用手続きの支援や日常の金銭管

理等を支援する事業です。

【は行】 

○ＰＤＣＡサイクル 

 計画を設定し（Plan）、実行し（Do）、検証及び

評価（Check）を行うとともに、課題の改善を次の

計画に活かして実行する（Act）という工程を継続

的に繰り返す仕組みのことです。

○避難行動要支援者 

 高齢者や障がい者など、災害が発生した場合に

ひとりで避難することが困難であり、その円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために、特に支援を要

する人をいいます。

○福祉避難所 

 地震等の災害が発生した際に、一般の避難施設

での避難生活が困難な避難行動要支援者等が、専

門的なケアを受けられる福祉施設や病院等の受け

入れ先を見つけるまでの間、一時的に避難する施

設です。市内 13 地区ごとの防災拠点である市民セ

ンター・公民館がこの役割を兼ねています。

○福祉保健総合相談室 

 福祉や保健に関する様々な相談を受ける市役所

の窓口です。窓口の職員が話を聞いて、関係する

課と連携しながら、一緒に解決の方法を探ります。
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○福祉有償運送 

 介護を必要とする高齢者や障がいのある人等、

単独で公共交通機関を利用することが困難な人

を、ＮＰＯ法人等が自家用自動車を使用して、有

償で移送するサービスです。 
 
○ふじさわあんしんセンター 

 藤沢市社会福祉協議会に設置され、日常生活自

立支援事業や成年後見制度の利用支援のほか、自

分らしい生活を送るための情報提供や相談等を行

っています。 
 
○藤沢市災害救援ボランティアセンター 

 災害時に市災害対策本部と連携し、被災者・被

災地域からの要請に対し、ボランティアの援助を

適合させ、救援物資の仕分けや運搬、片付け、被

災者の精神的ケアなど様々な支援活動を効果的に

展開する機関として設置されます。 
 
○藤沢市市民活動推進センター 

 市民活動を推進する拠点施設として、福祉・医

療、教育、環境、災害救援など様々な分野で活動

する市民活動団体の自立化と交流促進を支援する

ために設置されています。 
 
○ふじさわボランティアセンター 

 藤沢市社会福祉協議会に設置され、ボランティ

ア活動に関する相談・活動紹介やボランティアの

募集・登録を行うとともに、福祉やボランティア

に関する講座などを実施しています。 
 
○ボランティアコーディネーター 

ボランティア活動を理解して、その意義を認め、

その活動のプロセスで多様な人や組織が対等な関

係でつながり、新たな力を生み出せるように調整

することにより、一人ひとりが市民社会づくりに

参加することを可能にするというボランティアコ

ーディネーションの役割を担う人材をいいます。 
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